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平成２３年９月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２３年（行ケ）第１００６０号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年９月１３日 

            判        決 

原 告   株 式 会 社 ニ ッ キ 

訴訟代理人弁理士   橋 本 克 彦 

被 告   特 許 庁 長 官 

指 定 代 理 人   金 澤 俊 郎 

            小 谷 一 郎 

            新 海  岳 

            岡 崎 克 彦 

            田 村 正 明 

 

            主        文 

     原告の請求を棄却する。 

     訴訟費用は原告の負担とする。 

 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 原告の求めた判決 

 特許庁が不服２００９－２０６３９号事件について平成２３年１月４日にした審

決を取り消す。 

 

第２ 事案の概要 

 本件は，特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について，特許庁がし

た請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は，容易推考性の存否である。 

 １ 特許庁における手続の経緯 
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 原告は，平成１５年７月１４日，名称を「エンジンの気化ガス燃料供給装置」と

する発明について特許出願（特願２００３－２７３８６６号）をしたが，平成２１

年６月２６日付けで拒絶査定を受けたので，平成２１年１０月７日，拒絶査定に対

する不服審判請求をした。 

 特許庁は，上記審判請求を不服２００９－２０６３９号事件として審理し，平成

２３年１月４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした。そして，

審決謄本は平成２３年１月２４日，原告に送達された。 

２ 本願発明の要旨 

平成２０年１２月８日付けの手続補正書（甲５－３）により補正された特許請求

の範囲の請求項１に係る本願発明は，次のとおりである。 

【請求項１】 

エンジンの吸気管路に設置した絞り弁がアクセルペダル踏み込み量に応じて電子

式制御装置が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開かれるもの

であり，前記吸気管路に送出する気化ガスが液体ＬＰＧを加熱気化したものであっ

て，この気化ガス調整手段がエンジン冷却水を熱源とした主熱交換器および電気ヒ

ータを熱源としエンジン冷却水温度が前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量

の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度域で作動して液体ＬＰＧを加熱気化す

る副熱交換器と，これら二つの熱交換器のいずれかまたは両方で作られた気化ガス

を所定圧力に調整する圧力調整機構とを具え，前記電子式制御装置はエンジンの吸

入空気量を，前記二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量に

対応する吸入空気量以下とするように前記絞り弁の開きを制御するものとされてい

るエンジンの気化ガス燃料供給装置。 

３ 審決の理由の要点 

(1) 引用文献１（特開２００２－１８８５１９号公報，甲１）には次のとおり

の引用発明が記載されていると認められる。 

【引用発明】 
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エンジン３の吸気管路に設置したスロットル弁３ａがアクセルペダル踏み込み量

に応じてＥＣＵ３５が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開か

れるものであり，前記吸気管路に送出する気体燃料が液体燃料であるＬＰＧ燃料を

加熱気化したものであって，ベーパライザ１１がエンジン冷却液Ａを熱源とした加

熱部１２と，加熱部１２で作られた気体燃料を所定圧力に調整する圧力設定器１４

とを具え，前記ＥＣＵ３５は加熱部１２で生成される気体燃料量に応じて前記スロ

ットル弁３ａの最大開度を規制する内燃機関のガス燃料供給装置。 

(2) 本願発明と引用発明との間には，次のとおりの一致点，相違点がある。 

【一致点】 

エンジンの吸気管路に設置した絞り弁がアクセルペダル踏み込み量に応じて電子

式制御装置が出力する駆動信号により駆動される電動モータによって開かれるもの

であり，前記吸気管路に送出する気化ガスが液体ＬＰＧを加熱気化したものであっ

て，この気化ガス調整手段がエンジン冷却水を熱源とした熱交換器と，熱交換器で

作られた気化ガスを所定圧力に調整する圧力調整機構とを具え，前記電子式制御装

置は，前記熱交換器で生成される気化ガス量に応じて前記絞り弁の開きを制御する

エンジンの気化ガス燃料供給装置。 

【相違点１】 

「液体ＬＰＧを加熱気化」するに当たり，本願発明においては，「エンジン冷却

水を熱源とした主熱交換器」とともに「電気ヒータを熱源としエンジン冷却水温度

が前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量の気化ガスを生成できる温度よりも

低い温度域で作動して液体ＬＰＧを加熱気化する副熱交換器」を具え，「圧力調整

機構」は「主熱交換器」と「副熱交換器」という「これら二つの熱交換器のいずれ

かまたは両方」で作られた気化ガスを所定圧力に調整するものであるのに対し，引

用発明においては，「エンジン冷却液Ａを熱源とした加熱部１２」は具えるものの，

本願発明における「副熱交換器」に対応する熱交換器を具えておらず，「圧力設定

器１４」は「加熱部１２」で作られた気体燃料を所定圧力に調整するものである点。 
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【相違点２】 

「絞り弁の開きを制御する」に当たり，本願発明においては，「エンジンの吸入

空気量を，二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量に対応す

る吸入空気量以下とするように」制御するのに対し，引用発明においては，「加熱

部で生成される気体燃料量に応じて」制御するものの，上記相違点１のとおり「二

つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量」に基づくものではな

く，また，「エンジンの吸入空気量」に対応させて制御を行うものではない点。 

(3) 相違点に関する審決の判断 

ア 相違点１について 

「液体ＬＰＧを加熱気化」するに当たり，「エンジン冷却水を熱源とした主熱交

換器」と「電気ヒータを熱源とした副熱交換器」とを共に設けたエンジンの気化ガ

ス燃料供給装置は，例えば，特開平６－１２９３１３号公報（引用文献２，甲２）

及び特開平７－２５３０５１号公報（引用文献３，甲３）に記載されているように，

周知技術である。 

また，引用文献２には，「エンジン冷却水温度を熱源とした主熱交換器及び電気

ヒータを熱源としエンジン冷却水温度が前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流

量の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度域で作動して液体ＬＰＧを加熱気化

する副熱交換器を具えた」技術（以下「引用文献２記載技術」という。）が開示さ

れている。 

引用発明と上記周知技術とは共に，エンジンの気化ガス燃料供給装置であって，

引用発明には「低温時における液体燃料の気化を促進する」という課題が内在する

（段落【００６０】参照）ことから，当該課題を解決する手段であるといえる上記

周知技術を引用発明に適用して，「エンジン冷却液Ａを熱源とした加熱部１２」に

加えて「電気ヒータを熱源とした副熱交換器」を具えるようにすることは，当業者

であれば普通になし得たことである。そして，「副熱交換器」の具体的な作動条件

として引用文献２記載技術を適用し，「副熱交換器」を「エンジン冷却水温度が主
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熱交換器でエンジン要求最大燃料流量の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度

域で作動」させることで，相違点１に係る本願発明の構成とすることは，当業者で

あれば容易になし得たことである。 

イ 相違点２について 

上記アのとおり，引用発明に周知技術を適用し，「加熱部１２」に加え「副熱交

換器」を具えることは当業者であれば普通になし得たことであるところ，引用発明

に「副熱交換器」を追加するのであれば，「ガス燃料の噴射圧を一定に保持」し「燃

料噴射制御を安定して行」うという引用発明が解決しようとする課題からみて，「ス

ロットル弁３ａ」の開きを制御する際に，「加熱部１２」及び「副熱交換器」の「二

つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量」に応じて制御するこ

とは，当然の帰着であるといえる。 

また，引用文献２（段落【００４０】）には，「熱交換器での燃料の気化量に対

する吸入空気量を算出する」技術的思想が開示されているといえる。そして，引用

発明は「始動時の空燃比制御を安定して行う」ことを目的の１つとするものである

こと，及び一般的にスロットル弁は吸入空気量を調整する手段であることに鑑みる

と，「二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量」に応じて「ス

ロットル弁３ａの開きを制御する」に当たり，燃焼に適した空燃比が得られるよう

に吸入空気量をパラメータとしてスロットル弁３ａを制御することは，当業者であ

れば容易に想到し得たことであり，最適な吸入空気量を算出するに当たり，引用文

献２記載の上記技術的思想を適用することで，相違点２に係る本願発明の構成とす

ることも，当業者であれば容易になし得たことである。 

(4) 作用効果 

本願発明を全体としてみても，その作用効果は，引用発明，引用文献２記載技術，

引用文献２に記載された技術的思想，周知技術から当業者が予測できる範囲のもの

である。 

(5) 結論 



- 6 - 

以上のとおり，本願発明は，引用発明，引用文献２記載技術，引用文献２に記載

された技術的思想，周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも

のであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。 

 

第３ 原告主張の審決取消事由 

 １ 取消事由１（引用発明の認定誤り） 

審決は，引用発明を認定するに当たり，「引用文献１に記載された内燃機関のガ

ス燃料供給装置は，「ＥＣＵ３５」により「圧力設定器１４内の気体燃料圧力に応

じてスロットル弁３ａの最大開度を規制する」ものであることがわかり，また，…

の記載からみて，「気体燃料圧力」と，「液体燃料の蒸発量」，言い換えれば，「気

体燃料量」との間には相関があることは明らかであり，さらに，圧力設定器１４内

の気体燃料圧力は，加熱部１２で生成される気体燃料量に相関があるといえる。よ

って，引用文献１に記載された内燃機関のガス燃料供給装置のＥＣＵ３５は，加熱

部１２で生成される気体燃料量に応じて前記スロットル弁３ａの最大開度を規制す

るものであることがわかる。」（７頁１９行～２８行）として，引用発明は，「気

体燃料量に応じて」スロットル弁３ａの最大開度を規制する発明であると認定して

いる。 

しかしながら，引用文献１に開示されているのは，「気体燃料圧力に応じて」ス

ロットル弁３ａの最大開度を規制する発明であって，「気体燃料量に応じて」スロ

ットル弁３ａの最大開度を規制するものでないことは明白である。「液体燃料の蒸

発量」と「気体燃料量」とが，「圧力設定器１４内の気体燃料圧力」と「加熱部１

２で生成される気体燃料量」とがそれぞれ相関関係にあるという理由により，上記

のような認定を行うことは，飛躍しすぎである。 

 ２ 取消事由２（一致点認定の誤り・相違点の看過） 

審決は，本願発明と引用発明の一致点として，「前記電子式制御装置は，前記熱

交換器で生成される気化ガス量に応じて前記絞り弁の開きを制御する」点を認定す
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るが，取消事由１で主張したとおり，引用発明は，「気体燃料圧力に応じて」スロ

ットル弁３ａの最大開度を規制する発明であって，「気体燃料量に応じて」スロッ

トル弁３ａの最大開度を規制するものでないから，審決の上記一致点認定は誤りで

ある。 

３ 取消事由３（相違点１に関する判断の誤り） 

審決は，引用文献２には，引用文献２記載技術として，「エンジン冷却水温度が

前記主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量の気化ガスを生成できる温度よりも低

い温度域で作動」する副熱交換器を備えた技術が開示されていると認定する。 

しかしながら，引用文献２記載のＥＣＵ３３は，水温と一次減圧室１３内の圧力

とに基づいて計算した値と予め定めた値とを比較してＰＴＣヒータ２９を制御する

ものであり，圧力の測定が不可欠である。したがって，審決の上記認定は誤りであ

り，これに伴い，引用発明に引用文献２記載技術を適用して相違点１に係る本願発

明の構成とすることが容易であるとした審決の判断も誤りである。 

４ 取消事由４（相違点２に関する判断の誤り） 

(1) 審決は，引用文献２には，「熱交換器での燃料の気化量に対する吸入空気

量を算出する」技術的思想が開示されていると認定する。 

しかしながら，引用文献２に記載されている技術的思想は，単に，液体燃料の貯

留によるオーバーリッチ現象を防止するためになされたものであり，温度の変化を

前提とする本願発明と全く観点が異なる。 

(2) 審決は，「引用発明は「始動時の空燃比制御を安定して行う」ことを目的

の１つとするものであること，及び一般的にスロットル弁は吸入空気量を調整する

手段であることに鑑みると，「二つの熱交換器でそれぞれ生成可能な最大気化ガス

量の合計量」に応じて「スロットル弁３ａの開きを制御する」に当たり，燃焼に適

した空燃比が得られるように吸入空気量をパラメータとしてスロットル弁３ａを制

御することは，当業者であれば容易に想到し得たことであり，最適な吸入空気量を

算出するに当たり，引用文献２記載の技術的思想を適用することで，相違点２に係
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る本願発明の構成とすることも，当業者であれば容易になし得たことである。」（１

２頁３５行～１３頁６行）と判断するが，このような漠然とした理由に基づき，当

業者であれば誰でも容易に想到できると判断することは，不当である。 

 ５ 取消事由５（作用効果に関する判断の誤り） 

本願発明は，引用発明のように圧力検出器や流量計，複数の温度センサなどを必

要とせず，１つの温度センサだけで実施することができるなど極めて有効な作用・

効果を有するものである。審決は，本願発明と引用発明とは作用・効果が異なるこ

とを看過，誤認したものであり，違法である。 

 

第４ 被告の反論 

１ 取消事由１に対し 

引用文献１には，「本実施形態のガス燃料供給装置１によれば，圧力設定器１４

内の気体燃料圧力に応じてスロットル弁３ａの最大開度を規制するようにしたの

で，液体燃料の蒸発量，蒸気圧が低い場合にはスロットル弁３ａの最大開度が小さ

い開度に規制され，燃料噴射圧を確保するとともに，液状燃料の流出を防止するこ

とが可能となり，燃料噴射制御を安定して行なうことができる。」（段落【００５

３】）と記載されており，圧力設定器１４内の気体燃料圧力に応じてスロットル弁

３ａの最大開度を規制することにより，結果として液体燃料の蒸発量，蒸気圧に応

じてスロットル弁３ａの最大開度が規制される旨が記載されている。 

「液体燃料の蒸発量」とは，蒸発して気体になった燃料の量のことであるから，

「気体燃料量」と呼ぶこともできる。そして，容積一定の容器内では，気体燃料量

（例えば，モル数又は質量）が大きくなればなるほど，気体燃料圧力は大きくなる

ものである。そうしてみると，「圧力設定器１４内の気体燃料圧力に応じて」スロ

ットル弁３ａの最大開度を規制することは，「加熱部１２で生成される気体燃料量

に応じて」前記スロットル弁３ａの最大開度を規制することを意味する。 

したがって，審決が，引用発明について，「気体燃料量に応じて」スロットル弁
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３ａの最大開度を規制する発明であると認定したことに誤りはない。 

２ 取消事由２に対し 

上記１のとおり，引用発明において，「気体燃料圧力に応じてスロットル弁３ａ

の最大開度を規制する」ことは，「気体燃料量に応じてスロットル弁３ａの最大開

度を規制する」ことと同じであるから，審決の一致点認定に誤りはない。 

３ 取消事由３に対し 

引用文献２記載のＥＣＵ３３は，水温センサ３６により冷却水温ＴＨＷを検出す

るとともに，圧力センサ３８により一次減圧室１３内の圧力Ｐを検出しているが，

圧力Ｐの検出は，「一次減圧室１３内で過剰の貯溜液体燃料が過剰に気化されて」

いるかどうかをみるためのものであって，基本的には，貯留液体燃料の気化につい

ての判断は，冷却水温の測定に基づいて行われるものである。また，引用文献２に

記載された発明については，一次減圧室１３内の圧力Ｐが予め定められた所定圧力

ｃよりも高いか否かという判断と，冷却水温ＴＨＷが予め定められた所定温度ｄよ

りも低いか否かという判断とを独立して行っている。 

したがって，審決が，引用文献２から，冷却水温ＴＨＷが予め定められた所定温

度ｄよりも低いか否かを判定する機能のみを独立した技術として取り出し，引用文

献２記載技術として認定したことに誤りはない。 

４ 取消事由４に対し 

(1) 本願明細書（段落【０００４】，【０００６】）によれば，本願発明も，

ＬＰＧが液体のまま吸気管路に送出されるため混合気過濃（すなわち，オーバーリ

ッチ）によるエンジントラブルを生じさせやすいという問題点を解決しようとする

ものであるから，引用文献２に係る発明と本願発明とは同様の課題に対するもので

ある。 

また，引用文献２の「…機関冷却水の熱のみで気化される気化燃料がＬＰＧ内燃

機関Ｍ１での燃焼に必要な気化燃料量よりも少ない場合には，ヒータＭ７を発熱さ

せて貯留液体燃料の気化を促進させる。…」（段落【００１４】）の記載からも明
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らかなように，引用文献２に係る発明も温度の変化を前提としているものである。 

(2) 審決は，具体的な引用文献の記載に基づいて拒絶の理由を指摘しているの

であって，原告のいうような「漠然とした理由」を拒絶の理由としたものではない。 

５ 取消事由５に対し 

本願発明と引用発明は，いずれも，エンジン冷間時に液状燃料がエンジン側に流

出することを防止し，安定したエンジン運転を行うことができるというものであり，

作用効果上，軌を一にしているものである。 

原告は，本願発明について，「１つの温度センサだけで実施することができるな

どきわめて有効な作用・効果を有する」などと主張する。しかしながら，ここで原

告が作用・効果とよんでいるものは，そもそも本願明細書（甲４）に記載されてい

るものではなく，また，本願発明の構成に対応するものでもない。 

本願発明の実施例は，冷却水温度を検知する温度センサ３２のみならず，ボンベ

１に配設された温度センサ３３，圧力センサ３４，外気温度を検知する温度センサ

３６，流量センサ３５を用いて構成されている。これは，「１つの温度センサ」だ

けでは，気化条件として必要と考えられる液体ＬＮＧの温度，外気温度，冷却水温

度等のうちの１つの温度しか知ることができず，さらに，当然のことながら，生成

した気化ガス量を知ることなどできないからである。したがって，原告主張の作用

効果は，本願発明の作用効果ではない。 

 

第５ 当裁判所の判断 

１ 本願発明について 

本願明細書（甲４）によれば，本願発明について次のとおり認められる。 

本願発明は，液体ＬＰＧを気化させて得た気化ガスをエンジンに供給する装置に

関するものである（段落【０００１】）。従来技術の液体ＬＰＧを加熱気化させる

手段として，エンジン冷却水の熱を利用する方法に加えて電気ヒータを配置する方

法があるが，冷機時に冷却水が低温であるため液体ＬＰＧの気化が充分に行われず，
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電気ヒータの加熱気化能力も低いため，運転者が気化能力を超えた燃料流量を要求

する運転を行うと，ＬＰＧが液体のまま吸気管路に送出され，混合気過濃となって

エンジンが不調となり，停止し，更には再始動が困難になるという問題があった（段

落【０００２】～【０００４】）。そこで，本願発明は，液体ＬＰＧを加熱気化す

る手段として，エンジン冷却水を熱源とした主熱交換器及び電気ヒータを熱源とし

た副熱交換器を用い，かつエンジンの吸気管路に設置した絞り弁を電子式制御方式

としたものについて，電子式制御装置がエンジンの吸入空気量を二つの熱交換器で

それぞれ生成可能な最大気化ガス量の合計量に対応する吸入空気量以下とするよう

に絞り弁の開きを制限することにより，低温始動後の暖機不充分な状態のときに，

運転者が過剰にアクセルペダルを踏み込んでも，絞り弁は吸入空気量を最大気化ガ

ス量の合計量に対応する吸入空気量以下に制限して適正空燃比の混合気をエンジン

に供給するため，液体ＬＰＧがそのまま供給されてエンジン不調等の不都合を生じ

る心配を伴うことなく安定した暖機運転を行わせることができるという効果を奏す

るものである（段落【０００６】～【０００８】）。また，本願発明は，副熱交換

器について，エンジン冷却水温度が設定温度よりも低い温度域で作動し液体ＬＰＧ

を加熱気化するものとし，その設定温度を主熱交換器でエンジン要求最大燃料流量

の気化ガスを生成できる温度とすることにより，主熱交換器が本来の気化ガス生成

能力をもつときに副熱交換器を不作動とし，無駄な電力消費をなくすことができる

という効果も奏する（段落【０００９】）。 

２ 引用発明について 

引用文献１（特開２００２－１８８５１９号公報，甲１）によれば，引用発明に

ついて次のとおり認められる。 

引用発明は，混合燃料（ＬＰＧ）を内燃機関に供給するようにしたガス燃料供給

装置に関するものである（段落【０００１】）。ＬＰＧ燃料を電子制御式燃料供給

装置に用いた場合，例えば，燃料タンク周辺の雰囲気温度によっては，必要とする

蒸発量，気体燃料圧（燃料噴射圧）が得られない場合があり，そのような蒸発量，
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蒸気圧が低い状態でエンジン側での消費量を多くすると，液状燃料がエンジン側に

流出し，場合によっては制御不能に陥るおそれがあるという問題点があったことか

ら（段落【０００５】，【０００６】），引用発明においては，エンジンの冷間時

から暖機完了後に渡ってガス燃料の噴射圧を一定に保持すること等を目的とし（段

落【０００７】），燃料タンク内の液体燃料を気体燃料に気化させて燃料噴射弁４

に供給するようにした内燃機関のガス燃料供給装置において，燃料供給通路の途中

に介設され，エンジン冷却水Ａを熱源とした加熱部１２により上記液体燃料を気化

させるベーパライザ１１と，ベーパライザの下流側にて気体燃料圧力を検出する燃

料圧力検出手段（気体燃料が設定圧力となるよう調整する圧力設定器１４の出口側

に配設された気体燃料圧力センサ３７）と，燃料圧力検出手段からの気体燃料圧力

に応じてスロットル弁３ａの最大開度を規制するスロットル開度制御手段ＥＣＵ３

５とを備えるという構成を採ることによって（特許請求の範囲【請求項１】，段落

【０００８】，【００３５】，【００４０】，【００４３】，【００４７】，【０

０４８】），液体燃料の蒸発量，蒸気圧が低い場合には，スロットル弁の最大開度

が小さい開度に規制されることから，燃料噴射圧を確保し，かつ液状燃料の流出を

防止することが可能となるという効果を奏するものである（段落【００１８】）。 

３ 取消事由１（引用発明の認定の当否）について 

引用文献１によれば，引用発明は，液体燃料がべーパライザ１１の加熱部１２に

おいてエンジン冷却液Ａにより気化され，その後，圧力設定器１４により設定圧力

に調整された気体燃料が燃料噴射弁４に供給されるという系であると認められる。

このような系においては，物理学上の原理として，気体について，圧力，容積，気

体量，温度等が一定の関係にあることが知られており，また，液体から気体に変化

する過程については，それらに加えて，飽和蒸気圧（液体と気体との相平衡状態で

の気体の圧力）も関与することが知られており，さらに，温度は比熱や収受される

熱量と一定の関係にあることも知られているから，ある状態の時の，圧力，容積，

温度等の物理諸量の関係は一定の相関関係にあることが普通であり，かかる状態を
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認識するために，どの物理量を徴表あるいは指標として採用するかは，任意に選択

し得る事項といい得るものである。 

したがって，引用発明において，スロットル弁３ａの最大開度を規制するための

指標として，相関関係のある気体燃料圧力と気体燃料量のいずれを採用したとして

も実質的な差異はないから，審決が，引用発明に関して，そのような相関関係があ

ることを前提に，「加熱部１２で生成される気体燃料量に応じて前記スロットル弁

３ａの最大開度を規制するもの」と認定した点に誤りはない。 

なお，形式的に，引用発明は気体燃料圧力を指標として最大開度を規制する発明

であると認定し，この点が気体燃料量を指標とする本願発明との相違点であると認

定したとしても，上記のとおり，気体燃料圧力と気体燃料量のいずれを指標として

採用するかは，当業者が任意に選択し得る事項であって，実質的な相違点ではない

というべきである。 

以上のとおり，取消事由１は理由がない。 

４ 取消事由２（一致点認定の当否）について 

取消事由１について説示したとおり，審決が，引用発明について「気体燃料量に

応じて前記スロットル弁３ａの最大開度を規制するもの」と認定した点に誤りはな

いから，この点を一致点として認定したことにも誤りはなく，また，仮に，原告主

張の点を相違点として認定したとしても，審決の結論に影響を及ぼすものではない。 

したがって，取消事由２は理由がない。 

５ 取消事由３（相違点１に関する判断の当否）について 

原告は，引用文献２に開示された技術は，エンジン冷却水温度のほかに圧力の測

定が不可欠であるから，エンジン冷却水温度に基づいて副熱交換器を作動させる技

術が引用文献２に開示されているとした審決の認定は誤りであると主張する。 

しかしながら，引用文献２には，機関冷却水の熱のみでは気化燃料量が必要量よ

り少ない場合には，ヒータＭ７を発熱させて気化を促進させ，逆に冷却水の熱によ

る気化燃料量が必要量より多い場合には，過剰な気化燃料が内燃機関に導入されて
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しまうので，ヒータＭ７の発熱を停止させるという２つの技術的事項が含まれてお

り（段落【００１４】），それぞれの技術的事項の実施例として，前者の技術的事

項については，水温センサ３６により冷却水温を検知して，その冷却水温が所定温

度よりも低い場合には，冷却水の熱だけでは液体燃料を十分に気化できない場合で

あると判断して，ヒータ（ＰＴＣヒータ２９）を用いて加熱させることとし，後者

の技術的事項については，圧力センサ３８により検知した一次減圧室１３内の圧力

Ｐと水温センサ３６が検知した冷却水温を用い，圧力Ｐが所定圧力ｃよりも高い場

合又は冷却水温が所定温度以上である場合には，液体燃料が過剰に気化されて，混

合気の空燃比がオーバーリッチになるおそれがあると判断し，ヒータの発熱を停止

させる（段落【００５６】，【００５７】）という技術を開示するものである。そ

して，前者の「機関冷却水の熱のみでは気化燃料量が必要量より少ない場合には，

ヒータを発熱させて気化を促進させる。」という技術的事項と，その実施例である，

水温の検知によりヒータを加熱させるという構成が，相違点１に係る本願発明の構

成に関係する技術であり，この構成については，圧力の検知は必要とされていない

のであるから，審決が，引用文献２に「エンジン冷却水温度が前記主熱交換器でエ

ンジン要求最大燃料流量の気化ガスを生成できる温度よりも低い温度域で作動」す

る副熱交換器が記載されていると認定したことに誤りはなく，原告の上記主張は採

用することができない。 

したがって，上記認定誤りを前提とする取消事由３は理由がない。 

６ 取消事由４（相違点２に関する判断の当否）について 

(1) 原告は，引用文献２に記載されている技術的思想は，単に，液体燃料の貯

留によるオーバーリッチ現象を防止するためになされたものであり，温度の変化を

前提とする本願発明と全く観点が異なるから，審決が，引用文献２について，「熱

交換器での燃料の気化量に対する吸入空気量を算出する」技術的思想が開示されて

いると認定したのは誤りであると主張する。 

しかしながら，引用文献２の段落【００４０】には，燃料の消費量に応じて燃焼
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用空気量を算出するという技術的思想が記載されていると認められるから，審決が，

引用文献２について，「熱交換器での燃料の気化量に対する吸入空気量を算出する」

技術的思想が開示されているとした認定に誤りはない。原告の主張は，引用文献２

に記載された発明全体の技術的思想と本願発明の技術的思想に異なる点があるとい

うものであって，引用文献２の特定の部分に記載された技術的思想を認定した審決

を正解しないものである。 

(2) また，原告は，審決が漠然とした理由により相違点２に係る本願発明の構

成とすることは容易である旨判断したことは違法であると主張する。 

 しかしながら，審決は，相違点２に関し，引用発明の課題，周知技術，引用文献

２に開示された技術的思想等に基づいて判断していることは明らかであって，原告

の主張は前提を欠く。 

したがって，取消事由４は理由がない。 

７ 取消事由５（作用効果に関する判断の当否）について 

原告は，本願発明は，１つの温度センサだけで実施することができるなど極めて

有効な作用・効果を有するものであると主張する。 

しかしながら，請求項１にはセンサの数などを限定する構成はなく，本願明細書

においても，センサの数などを限定する記載は認められず，かえって，副熱交換器

を作動させるかどうかを判断するために，冷却水温度を検知する温度センサ３２の

ほか，外気温度を検知する温度センサ３６，液体ＬＰＧの温度及び圧力を検知する

温度センサ３３及び圧力センサ３４を用いる実施例が示されており，原告の上記主

張は，本願発明の構成に基づかないものであって，採用することができない。 

したがって，取消事由５は理由がない。 

 

第６ 結論 

 以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。 

 よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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